
2015年度京都消費者問題セミナー 

 

 

 

 
 

◆と き： 2015 年１１月１２日（木） 

午後 1 時 30 分～４時 
 

◆ところ： コープ.イン.京都 2 階 

202 号室 
 （京都市中京区柳馬場通蛸薬師上ル井筒屋町４１１ 

TEL.075-256-6600）  

地下鉄四条駅・阪急烏丸駅下車（13番出口から）5分 
 

＜講演＞ 

「『食べもの情報』ウソ・ホント 

～健康食品で健康は買えますか？～」 

高橋 久仁子氏（群馬大学名誉教授・農学博士） 
  

日頃疑問に感じている事柄について専門家にきいてみましょう！ 

 

 

 

 
 

 

 

 

＜活動報告＞適格消費者団体 NPO 法人京都消費者契約ネットワーク（KCCN） 

     適格消費者団体 NPO 法人消費者支援機構関西（KC’s） 

＜質疑応答＞上記講演と報告について質疑応答 

  主催●京都府・京都消費者契約ネットワーク・コンシューマーズ京都・ 

消費者支援機構関西・京都生活協同組合・京都府生活協同組合連合会 

後援●京都市 
 

=================================================================================================== 

お問い合わせ●内閣総理大臣認定適格消費者団体 

特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク 

TEL：075-211-5920（月・水・金曜日 午後 1 時～5時） 

FAX：075-251-1003 E-mail：mail@kccn.jp 

 

【プロフィール たかはし くにこ】 

1972 年日本女子大学家政学部食物学科卒業。82 年東北大学大学院農学

研究科博士課程修了。88 年群馬大学助教授、96 年より教育学部教授。

2014 年定年退職。メディアに惑わされない食生活教育を提唱している。食

や健康の情報を有効に活用するために「フードファディズム」の考え方を啓

発。著書は「『食べもの情報』ウソ・ホント」（講談社）、「フードファディズム：メディ

アに惑わされない食生活」 中央法規出版など多数。 

参加費 無料 ・ 定員 ８０名 ・ 託児（満 1 歳～小学校 3 年）あります（申込要） 

 

 
 

健康食品について 

・本当に効くの？ 

・トクホとのちがいは？ 

・機能性表示食品制度って消

費者の利益になるの？ 

mailto:mail@kccn.jp


 

 

 

 

 

 ※託児を申し込まれた場合は事前に事務局よりご連絡をさせていただきます。 

 

 
◆参加にあたり、きいてみたい事柄があれば、お書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

※ご記入いただきました個人情報は目的外には使用しません。 

 

 

特定非営利活動法人 京都消費者契約ネットワーク 

FAX：075-251-1003 E-mail：mail@kccn.jp 
 

 

 

１０月３０日（金）までに FAXか Eメールにてお申し込み  

  ください。 

ご 氏 名 
 

お電話番号（市外局番から） 
 

託児（満１歳～小学校 3 年） 

希望する（    人）  

お子様の年齢（   歳） 性別（        ） 

 お子様の年齢（   歳） 性別（        ） 

健康食品（サプリメン

ト）とトクホってどうち

がうの？ 

最近、機能性表示食品制

度ができたけど、消費者

にとってトクになる

の？ 

 

 

申込先 

京都消費者問題セミナー 「食べもの情報」ウソ・ホント 参加申込書 
 

申込〆切 

mailto:mail@kccn.jp

